
 

不 在 者 投 票 宣 誓 書 兼 請 求 書 
 

私は、 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 の当日、下記のいずれかの不在

者投票の事由に該当する見込みです。 

〇 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事 

〇 用事又は事故のため、投票所のある区域の外に外出・旅行・滞在 

〇 疾病、負傷、出産、老衰、身体障がい等のため歩行が困難又は刑事施設等に収容 

〇 交通至難の島等に居住・滞在 

〇 住所移転のため、本市以外に居住 

〇 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難 

上記は、真実であることを誓い、あわせて投票用紙及び投票用封筒の交付を請求します。 

 

１．交付を希望するものにチェックしてください。 

２．衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の両方にチェックした場合は、両方とも

２月１日以降の発行となりますのでご了承ください。 

☑ 衆議院議員総選挙  ☑ 最高裁判所裁判官国民審査 

 

令和 ●年  ●月  ●日 

 

（宛先）旭川市選挙管理委員会委員長 

フリガナ センキョ タロウ 生
年
月
日 

明治 ・ 大正 

         ５年  ５月  ５日 

昭和 ・ 平成 氏  名 選挙 太郎 

投票用紙

の送付先 

郵便番号（ ４３２－１１１１ ） 

住   所 ○○県○○市○○町８丁目９番地 ○○アパート２Ｆ３号室 

連 絡 先 （ １ ２ ３ ） ４ ５ ６ － ７ ８ ９ ０ 

選挙人名簿に登録され

ている住所 
旭川市１条通１丁目１番１号 

 

投票用紙等の交付請求に係る注意事項 

⑴ 上記に必要事項を自書し、旭川市選挙管理委員会に郵送又は直接提出してください。 

ＦＡＸやＥメールでの提出はできませんので御注意ください。 

⑵ 投票用紙の請求は、投票用紙が確実に届くように「投票用紙の送付先」欄の住所は、アパ

ート名、部屋番号等も正確に記入してください。 

また、電話番号は、普段連絡がつきやすい電話番号を記入してください。 

⑶ 最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票期間は２月１日からですのでご注意ください。 

 

≪請求（送付）先≫ 

〒０７０－８５２５ 

北海道旭川市７条通９丁目 旭川市総合庁舎６階 

旭川市選挙管理委員会  （連絡先：０１６６－２５－６５１３） 

 

旭川市外に滞在されている方
は、現在の旭川市の住民票上
の住所を記入してください 

ここに記入された住所に投票
用紙等の書類を送付しますの
で、アパート名、部屋番号等
詳しく記入してください 

チェックしてください。 
チェックの仕方によって、次のとおり交付します。 
① 衆院選・国民審査、両方チェック 
→ 両方とも２月１日以降に交付します。 

② 衆院選のみチェック 
→ 衆院選分は２月１日を待たずに交付しますが、 

国民審査分は交付しません。 
  ※ ２月１日より前に衆院選分の交付を希望し、 
    ２月１日以降にさらに国民審査分の交付も希望する方は、 
    選挙管理委員会にご相談ください。 

（小選挙区・比例代表） 


